
障害者を雇用する事業主の皆さまへ

3. 障害者の解雇の届け出

LL030401障03

障害者の再就職は一般の求職者と比べて困難であるとされているため、ハローワークでは、

解雇される障害者に対して、早期再就職の実現に向けて的確かつ迅速な支援を行っています。

このため、全ての事業主は、障害者を解雇する場合、速やかに障害者を雇用していた事業所

を管轄するハローワークに「解雇届」を届け出る必要があります。

※週所定労働時間20時間未満の常時雇用する障害者を解雇する場合も、届出が必要です。

1. 障害者職業生活相談員の選任

2. 障害者雇用推進者の選任

各制度の詳細は裏面をご覧ください

常時雇用する障害者が５人以上の事業所では、障害者の実人員が５人以上となってから３

か月以内に、職場内で障害者の職業生活全般の相談に乗る「障害者職業生活相談員」を選任す

る必要があります（選任する者には一定の要件があります。）。これは、障害者が職場に適応

し、また、その能力を最大限に発揮できるよう、障害特性に十分配慮した適切な雇用管理を行

うことを目的としています。

また、選任後は、遅滞なくその事業所を管轄するハローワークに「障害者職業生活相談員

選任報告書」を届け出る必要があります。

障害者の雇用義務のある事業主（38.5人※以上の特殊法人、43.5人※以上の民間企業）は、企業内

で障害者雇用の取組体制を整備する「障害者雇用推進者」を選任するよう努める必要がありま

す（人事労務担当の部長クラスを想定しています）。

毎年６月１日現在の障害者の雇用に関する状況（障害者雇用状況報告）をハローワークに

報告する様式内に、障害者雇用推進者の役職・氏名を記入する欄があります。

※ 短時間労働者（週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者を言います）の場合は、

１人を0.5人としてカウント。

障害者を雇用する上で必要な３つの手続きをご存知ですか？

障害者職業生活相談員の選任、障害者雇用推進者の選任、障害者の解雇は届け出等が必要です

以下の３つについて、ハローワークへの届け出等 をお願いいたします。

※ 「事業所」とは、雇用保険制度における適用事業所と同様の考え方により判断します。



３. 障害者の解雇の届け出について

「労働者の責めに帰すべき理由による解雇」や「天災事変その他やむを得ない理由のために事

業の継続が不可能となったことによる解雇」を除き、障害者を１人でも解雇する場合、解雇届の

提出が必要です。

届出様式は厚生労働省ホームページでダウンロードできるほか、電子申請も可能です。

届出様式のダウンロード・電子申請（e-gov）（リンク先を「解雇届」で検索してください）

：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html

※こちらのQRコードからもアクセスできます→

１. 障害者職業生活相談員について

障害者職業生活相談員（以下「相談員」）は、障害者の職業生活全般についての相談、指導

を行う企業内担当者をいいます。

具体的な職務は以下のとおりです。

（１）障害者の適切な職務の選定、能力の開発向上等障害者が従事する職務の内容に関すること

（２）障害者の障害に応じた施設設備の改善など作業環境の整備に関すること

（３）労働条件や職場の人間関係等障害者の職場生活に関すること

（４）障害者の余暇活動に関すること

（５）その他障害者の職場適応の向上に関すること

相談員に選任する者は、以下のような要件のいずれかを満たす必要があります。

● 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する「障害者職業生活相談員資格認定講習」を
修了している
※研修の日程等はこちらをご参照ください。
https://www.jeed.go.jp/disability/employer/employer04/koshu.html

● 大学等卒業後、１年以上障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務に従事した経験
がある

● ３年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務に従事した経験がある 等

相談員を選任（変更を含む）した場合は、「障害者職業生活相談員選任報告書」の提出が必

要です。届出様式は厚生労働省ホームページでダウンロードできるほか、電子申請も可能です。

届出様式のダウンロード・電子申請（e-gov） ※リンク先を「障害者職業生活相談員」で検索してください

： https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html

※こちらのQRコードからもアクセスできます→

２. 障害者雇用推進者について

障害者雇用推進者は、障害者の雇用の促進及び継続を図るため、企業内の障害者雇用の取組

体制の整備や、施設又は設備、その他の諸条件の整備を図る責任者をいいます。

毎年６月１日現在の「障害者雇用状況報告」を記入する際、障害者雇用推進者の選任状況も

併せて記入してください。

各制度の詳細は以下のとおりです。

詳しくは都道府県労働局・ハローワークへお問い合わせください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html
https://www.jeed.go.jp/disability/employer/employer04/koshu.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page10.html


相談員の資格 

 

 

相談員の資格を有する者は、「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する障害者職業生活

相談員資格認定講習の修了者」又は「次のいずれかに該当する者」です。 

なお、これらの要件に該当する方は、相談員の選任に当たって資格認定講習の受講は必要ありません。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①職業能力開発総合大学校の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものに限る。)の修了者等 

 

②大学もしくは高等専門学校(旧専門学校を含む。)の卒業者又は職業能力開発総合大学校の長期

課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものを除く。)、特定専門課程もしくは特定応用課程の高度

職業訓練、職業能力開発大学校もしくは職業能力開発短期大学校の専門課程の高度職業訓練も

しくは職業能力開発大学校の応用課程の高度職業訓練の修了者等で、その後１年以上、障害者で

ある職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務経験を有する者 

 

③高等学校等の卒業者（学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１５０条に規定する者

又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。）で、その後２年以上、障害者である

職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務経験を有する者 

 

④その他の者で、３年以上、障害者である職員又は労働者の職業生活に関する相談及び指導の実

務経験を有する者 

 

⑤上記に掲げる者に準ずる者（※） 

 

（「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則」より） 

 

※「上記に掲げる者に準ずる者」とは、職場適応援助者養成研修修了者又は「個別的なサポートを行う支援者を必要

とする障害者」を支援する者に対する研修（国の機関の職員に対する障害者の職場適応支援者養成事業）修了者

を指します。 


